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八
诨
八
十
八
兩
！ニ
分

1
一朱 

一

‘
鈒
札
六
萬
九
千1  
一

W
七
十
九
兩f

分 

以
上
天
保
四
巳
年
茁
月
へ
越
物 

右
は
天
保
四
年
の
報
吿
な
纟
？

天

保

四

年

五

月

二

十

一
日
銀
礼
方
兩
鈕
よ
ぅ
、
勘
定 

.

方
へ
差
出
せ
ろ

'

書
面
に
よ
れ
ば
、

W

:月
ニ

 +

日
盜
賊
押 

し
入
\

銀
札

八

裏

：十
I

入

の

長

持

編
i

ハ
西 

十
五
雨
持
ち
法
り
た
る
旨
記
載
あ

b

o
 

ノ 

，さ
て
こ
の

銀
札

を

霄

せ

る

も

の

®
か
ら
ざ
れ
し 

も
、
：こ
れ
を

返
濟
す
る
も
の
極
め
：て
尠
か

b
し
爲
力
、
 

天
保
芄
年
ー

一月
十
日
伊
勢
の一〗

一井
よ

む
京
都
各
店
に
送 

れ
る
手
紙
に
、
借
用
の

B

'々
は

其

他
の
借

財

等

に

て
中

|
S：|
1'

I

r

1

々
返
濟
致
し
兼
ぬ
る
向
多
き
も
、
銀
礼
は
我
等
雨
組
に 

1.

扭
せ
ら
れ
®
る
爲
め
、
却
つ
て
自
由
の
處
置
取
り
に
：
 

く
き
に
ょ
-

今
後
を
の
M
督
を
游
に
依
®
し
れ
き 

旨
>
願
出
甘
レ
事
を
述
べ
居
れ
り
。
そ
の
結
乘
へ
銀
札
の

た
む
。:'
而
し
て
當
時
&
儕
君
極
め
て
尠
か
6
し
爲
め

9

 

鈒
礼
方
雨
組
も
困
却
の
餘
そ
れ
が
督
促
は
、
到
底 

町
人
の
ヵ
の
反
ば
ぬ
所
«

>
皮
て
、
役
所
に
依
魍
せ
る 

も
の
f

し
が
、
明
治
維
新
の
際
に
は
藩
の
信
用
地
‘を 

拂
ひ
★
却
つ
て
髒
は
三
井
の
看
板
を
揭
げ
て
繅
に
燒
» 

を
免
る
S
に
到
れ
る

主
：客
«
倒
の
有
樣
を
呈
す
る
に
至 

. L

而
し
て
こ
0
银
札
流
通
引
替
の
形
式
ぞ
、
其
運
用
方 

法
ビ
は
次
の
如
し
。
即

:t
>
f
e人

は

和

^

山

ょ
り

松
坂
そ 

の
他
へ
出
張
し
て
鈒
札
方
役
所
：へ
出
で
行
き
、
松
坂
の 

銀
礼
方
た
る
三
井
顧
及
び
爲
替
龃
の
者
が
其
の
銀
札
方 

役
所
へ
紙
を
持
參
し
フ
そ
こ
に
て
そ
れ
に
印
刷
せ
b
o 

笫
十
八f

銀
札
方
役
所
は
松
坂
町
の
外
に
大
坂
髙
靡
橋
、

f

S
 

の
町
、
兵
庫
北
仲
町
等
に
あ
れ
き
。
而
し
て
約
束
引
受 

高
だ
け
町
人
に
向
け
引
渡
す
も
の
に
し
て
、
十
名
の
町 

I

人
に
流
通
を
記
し
て
其
の
約
束
萵
を
引
受
け
し
め
、
引 

受
け
た
る
町
人
は
IE
金
を
邦
の
代

り

S
し
て
銀
札
方
役 

一
所
へ
納
め
、
刖
受
け
た
る
鈒
札
k
自
分
の
家
の
判
を
捺 

|

し
、「

受
札」

な
る
名
稱
を
附
し
て
取
引
先
^
持
參
す
。 

:

Z

れ
を
受
取
た
る

取
|̂

先
に
て
は
其
の
«
札
を
役
所
へ 

、
提
出
す
。
役
所
に
て
は
其
の
酿
札
を
取
親
め
町
人
ガ
へ 

.持
參
し
て
IE
金
s
gl
替
ふ
/。M

の
方
法
は
鈒
札
流
通
の 

,
根

本

な

れ
f

詳
細
は

後
章
に
於
て
之
れ
を

述
ぶ
る
爲 

.
1

め
こ
、
に
は
略
す
。

こ
れ
ょ
り
以
降
の
逐
年
記
錄
勘
定
書
完
全
に
揃
ひ
®
 

ら
ざ
る
爲
め
明
白
な
>ら
.ざ
V
4
も
、
天
保
六
年
十
二
月
幕 

.

府

へ
屈
出
て
れ
る
.發
行
高
の
記
鎩
、
.
斷
片
な
が
ら
殘
存
，
 

せ
る
も
の
に
よ
れ
ば 

銀
三
十
四
萬
ニ
千
四
S'
八
十
一
賞
H

證

雜
 

一H

九

(

六
0

彐)

雜

錄

勢

州

松

坂

!■
;
於
け
る
銀
札
の
沿
苹



第

十

八

卷

(

六
0

四)

ぃ

雜

：

0

,

勢
妣
松
坂
に
於̂

る
.銀
札
め
滟
承

此
錢
千
三
百
六
十
九
萵
九
千
ニ
百
四
十
賞
文 

侃
銀
一
匁
一
一
付
錢
四
十
文
ノ
割
合
ヲ
以
'テ 

\

此
命
高
百
十
四
萬
千
六

1

1

ー
兩1

分

1

朱 

但

金一

兩
一
ー
付
銀
三
百
匁
ノ
割
合
ヲ
以
テ

^
0

 

.
 

...

.

弘
化
ニ
年
五
月
ニ
十
九
日
、
蘇
都
の
三
井
ょ
り
松
坂 

ベ
宛
て
ft
る
*
翰
に

<

;:
:

: ;
:

:

i

:一
、

:

番
に
：代
れ
動
め
喜
典
®
相
動
可
_
候
處
宋
る」

一
十
一
'

-

日
；例
之
通
出
勸
南
組
ょ
ち
忠
，兵
衛
之
儀
摺
方
御
用
に 

:

::
:

へ
：て
跑
勸
右
兩
人
邦
見
習
丰
诉
雨
人
等
御
藏
開
け
#
候 

■

處
壁
を
切
拔
布
之
候
二
付
打
K

き
其
組
詰
役
人
共
へ
 

「

;「

:'
::
:
:
,申
被
逍
候
夫
々
立
會
候
上
相
調
规
處
長
持
：の
鈒
札
六
.

:

£

:;
a

g

 

ぐ

，
，

^
あXN

、

»̂
ぐ
1:
'
々
盜
爾
あ
り
し
爲
め
、
興
度
^
に
負 

擔
加
重
し
' 
町
人
は
益
々
其
防
備
を
嚴
に
せ
ざ
る
ベ
か

;: 

ら
ざ
る
に
至
り
、

1

に
依
賴
す
る
ょ

^

^

町
人
各
自

k

r.

t c

培
J

h

.ii
g

s

;

p
 

J

^

f :
,

第 

w興 

一

ra
-
o 

保
謙
す
る
を
便
^
す
る
に
，至
れ
り
。

第
H
章
五
ケ
國
融
通
政
策
時
代 

.文
久
i;
b
慶
應
に
か
け
V
幕
府
及
び
請
侯
は
、
そ
の 

,
一
出
費
益
々
增
加
し
"
紀
州
藩
に
於
て
も
何
等
か
方
法
に 

j

ょ
b
こ
の
急
場
を
救
は
ん
^
努
ガ
し
V
先
づ
窮
餘
の
一 

策V
J

し
て
、
徳H

：

慕
府
に
願
出
で
、
公
儀
御
願
を
以
つ 

て
莨
文
餞
を
鑄
造
し
、
財
政
の
逼
迪
を
緩
和
せ
ん

€

の
‘ 

申
立
を
な
せ
9
。
さ
れ
ざ
幕
府
に
て
も
容
易
に
許
可
せ 

中
、
遂
に
沙
汰
业
み
、ヒ
な
り
、
级
に
已
む
な
く
五
ヶ
國 

通
用
の
方
法
を
考
案
す
る
に
至
れ
り
。
要
す
る
^
現
時
' 

使

用

の

松

坂

鈒

札

を

五

,^
國

に

强

ひ

て

通

用

せ

し

め

ん
 

:
せ
せ
る
な
り
。
即
ち
麼
應
ニ
年
十
甩
四
日
、
閣
宠
板
倉 

伊
，
賀
守
へ

へ
..「

紀
伊
國
内
商
人
共
ョ
V
近
國

へ
員
砠
取
引
鈒
之
㈧

へ
時
宜
寄
鈒
礼
取
交
爲
相
渡
最
引
替
ノ
儀
ハ
大
坂
表
.

紀
伊
殿
出
入
町
人
#
元
相
應V

者
へ
申
聞
聊
無
差
支 

• 

W替
方
爲
収
ft
可
#
付

無

危

：
殆
S
取
候
機
和
州
何
糊
：

泉
州
攝
州
播
州
へ
-御
達
有
之
樣
被
致
度
雍
但
シ
引
替
,
. 

町
人
名
前
£

ー
ブ
御
達
可
_
上

候

事

;.

.

.右
銀
札
逍
々
摺
增
候
タ
メ
此
節
ノ
融
通
相
成
候
べ
共 

M

 

-
Kぐ
弊
®
モ
可
生
右
豫
防
ノ
爲
メ
元
文
之
度
鑄
錢 

御
免
ノ
先
例
ヲ
以
此
節
當
宵
錢
鋳
造
ノ
儀
領
分
へ
爲I 

御
請
W
被
成
下
鏡
錢
細
用
引
_
益
高
ノ
內
五
步
澉
上
:;
■ 

^
納
3£
涣
通
ソ
ス
拜
借
被
成
：下
候
榛
仕
度
旨」

;:
'
:

: 

: 

:f. 

願
出
た
る
に
對
し
、
慕
府
は
十
月1

1

十
二
日
附
を
以
つ
ノ 

て
傭
錢
の
件
は
許
可
せ
ざ
る
も
"
五
ヶ
國
通
用
の
儀
は 

楚
許
す
旨
連
せ
ら
れ
た
り
。
己
の
消
息
を
一
次
に
述
べ 

ん
。
其
の
引
替
町
人
の
名
ど
し
て
"
藩
ょ
り
慕
府
べ
、

; H
井
八
郞
右
衛
門
、

..

.
'山
中
善
右
衞
門
广
長
田
作
兵
衛

、
:1 

米
衝
平
右
衞§

：

、
迅
野
屋
五
英
衞
、
鴻
池
屋
善
五
郎"

一
 

辰

. 6
屋
久
左
衛

1
:、
加
島
屋
作
ニ
郞

s i
f l

l

^

l

s
 

J
i

m

来
屋
喜
英
衛

Y
笹

M
勘
左
衛
門
の
十
名
を
指
，
 

定
し
て
上
巾
せ
し
に
、
十

: ^
月
四

S
附
に
て
發
表
せ
ら

こ

れ

先

、
縣
府
の
許
可
指
令
前
に
、
線
州

#

K 

て
は
旣
に
町
人
侧
ど
內
談
を
進
め
.、

十

一

月
二
十
ニ
日 

藩
の
垣
屋
十
郞
兵
衛
、
律
田
監
物
等
ょ

4
各
町
人
の
意 

見
を
間
は
ん
が
爲
め
に
召
寄
せ
、
當
日
左
の
命
令
を
傅 

<

 
f

。

.
 

義
州
表
御
出
張
相
成
莫
大
之
御
失
费 

御
公
邊
御
ま
立
百
文
錢
御
鎢
造
之
儀
御
願
立
被
遊
候 

‘
得
共
御
免
不
相
成
依
而
紀
伊
國
商
人
典
通
用
之
鈒
札 

此
度
五
ヶ
國
通
用
之
儀
御
®
立
'御

間

濟
相
成
則
別
舰 

广
寫
通
被
仰
波
*
御
下
ダ
渡
堅
他
見
御
指
留
め
被
遊
候 

,
,
右
鈒
札
於
大
叛
新
規
引
替
所
高
麗
橋
筋
於
今
橋
筋
之 

.

內
江
一
ヶ
所
御
取
雞
右
引
替
所
ゎ
御
國
表
並
藝
州
表 

鈒
札
手
馴
之
仁
御
呼
登
セ
相
詰
引
替
可
咐
右
取
扱
名

れ
佗
り
。

■
御
公
邊
に
御
書
上
被
避
度
則
左
ニ
：
'

:: 

三
井
八
郞
右
衛
門

米
屋
平
右
衞
門

筇
卞
八
卷

(

六
0
五)

_

錄勢州极坂：

i

於
け
る
銀
札
の
霉 

.
第

四

僦

S

1



茁

十

八

猞

(

六
〇
六

>

 

雜

錄

勢

州

松

坂

に
.

於
け
る
銀
札
の
#
年

1

四
ニ

: 

:
鴻
池
屋
善
右
衛
門

:
:
,:'
加
»
麓
作
兵
衞

.辰
巳
屋
久
左
衛
門 

苹

虾

屋

五

矣

衞 

,

.米
屋
喜
：兵
衞

::

;
:;:
_
 

。

:」

'

,

力

右
之
逾
御
公
邊
吟
御
鄯
上
被
妮
度
由
被
仰
渡
候
事 

■
ち
こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
k

ヶ
國
通
用
及
び
百
文
錢f
 

造
を
願
出
で
"
其
の
內
鑛
錢
，の
み
は
不
許
可
ぞ
な
つ
た 

の
が
十
月
で
、
，十
一
月
に
は
鈒
札
五
ケ
國
通
用
の
み
許 

可
さ
な
V
、
觅
に
こ
れ
が
取
极
町
人
の
名
を
響
出
し
、

い
ょ
-

^
町
人
の
名
前
も
許
可
^
な
0
た
の
が
十
11

月 

四
日
な
卜
ビ
斷
窟
す
る
を
得
べ
し
。
尤
も
右
十
人
の
外 

に
最
初
餞
尾
忠
兵
衞
も
其
0
_
1
:
名
に
加
へ」

ら
れ
居
り
し
 ヾ

も
同
人
の
辭
退
に
よ
り
除
か
れ
た
5

載
錄
せ
ら
れ

れ
^

N
。右

の
如
く
命
令
を
受
け
た
る
各
町
人
は
、
十

一

月
そ 

れ
.く
請
鄯
を
江
戶
掘
役
所
.へ
提
出
し
、
承
諾
の
意
を 

明
に
せ
り
。
こ
れ
最
初
ょ
N
許
可
の
指
命
等
總
べ
て
江 

戶
堀
役
所
に
て
取
扱
へ
る
^
ょ
れ
り
。
當
時
三
井
ょ
b 

提
出
せ
る
請
書
の
寫
、
今
倘
ほ
.存
す
> 
即
ち
左
の
如
し 

御

請

書 

I
、

今
般
御
.掘
表
鈒
札
和
州
外
泗
ヶ
國
通
用
引
替
方 

'
取
扱
之
儀
大
坂
店
^
被
仰
附
奉
畏
候
依
之
御
請
奉
中 

上
候
以
上_

赏
十
}
月

-

三
井
八
郞
右
衛
門

江
戶
堀
御
役
所 

右
の
諝

書

.を

齋

し
て
、

三
并
«1
に
て
は
三
井
組
の
重
手 

代
吹
田
四
郞
兵
衛
を
し
て
ロ
上
を
提
出
せ
し
め
、
茲
に 

承
諾
の
意
想
を
表
明
し
て
成
立
せ
る
次
笫
な
り
。
其
の 

口
上
左
の
如
し

ロ

上

覺

:
此
程
被
蒙
仰
§

國
表
鈒
礼
引
替
取
扱
之
儀
主
人
共
、，

■

I :

方
へ
：拜
見
登
候
所
御
手
堅
ク
御
仕
法
之
趣
御
請
泰
:■:
■,
 

:'
:
iL H

候
樣
中
越
候
付
御
請
®

奉
.楚
上
候
乍
，恐
御
規
定
被
.
H」 

逍
^

御
卞
ヶ
被
成
下
候
樑
泰
願
上
候
：1
以
上
ヾ

I)：

•井
八
耶
右
馓
門
名
代
'
: 
‘：

-

S5
I
十 

i

;
:
:
:
7

:.
:

」

が 

::
一：
江
月
掘
御
役
所
:
：
:

斯
く
し
て

三
井
及
び
其
，他
の
町
人
共
に
も
夫
々
卞
命 

あ
り
て
引
受
け
た
る
な

0
-0
勿
論
こ
れ
の
引
受
の
利
益 

な
り
し
や
否
や
に
つ
い
て
は
：今
1 1

呶
々
す
る
を
要
せ 

ず
.、
•僅
々1

ヶ
年
に
し
て
此
の
制
度
のM

解
せ
し
を

見 

て
も
明
な
り
。
而
し
て
*

§.
1

受

に

對

し

雜

の

©

人

ょ

り 

三
井
に
送
れ
る
次
の
如
き
書
付
現
存
せ
り 

:

1
佘
五
枚

：.：

ン
:

代
！

ニ
十
七
兩
ニ
分 

外
に
金
五
十
雨

' :

此
程
於

公
邊
御
許
容
相
成
候
叙
礼
筋
之
'儀
別
而
御
働
兼
て
御 

用
甸
を
も
骨
折
候
品
も
有
之
付
外
^

も
御
內々

被
下 

低

•

十
二
月

j

而
し
て
十
二
月
二
十
一
日
改
め
て
、
三
井
八
郞
右
衛 

j:

門
を
呼
出
し
、
當
時
八
郞
右
衛
fJ
ll病
巾
な
り
し
爲
め
、 

名
代
黑
田
藤
共
衛
出
頭
、
勸
務
の
公
式
命
令
傅
達
せ
ら 

れ
た
り
。
而
し
て
其
の
公
式
命
令
は
前
權
の
如
く
形
式 

|

的
の
も
の
な
I

。
此
の
鈒
礼
五
ヶ
國
融
通
に
方
つ 

て

,
町
人
ビ
直
楼
關
係
せ
る
は
"
棒
0
監

物

"

垣
屋
十 

郞
兵
衛
な
り
し
も
、
實
際
各
町
人
に
向
つ
て
談
判
交
涉 

せ
し
は
其
の
下
役
な
h
し
諫
川
三
郞
伞
な
り
き
。
我
が 

i

三
井
に
於
て
は
吹
田
四
郞
岛
衛
幕
ら
陳
川
氏
ぞ
莳
接
交 

渉
せ
し
形
跡
見
ゆ
。
而
し
て
各
町
人
の
引
受
高
を
興
に 

:
し

'
前
に
記
さ
れ
た
る
顺
序
に
各
々
財
產
高
に
準
し
て 

引
受
高
を
決
定
せ
る
も
の
な
h
し
が
、
各
町
人
は
各
® 

の
引
受
高
を
書
上
げ
上
達
せ
し
め
ら
れ
r̂
p
o
こ
れ
も

第

叫

雛
£

h

笫

十

八

魅(

六
〇
七〕

雜

錄

^

州
松
坂
厂
於
け
^
銀
札
の
沿
苹



第
十

八

卷

(

六
〇
八)

雜錄勢州松坂！

1

於け

5

銀
*札

の

沿

筚

第
叫
猇

I

四
四

皆
諫
川
氏
の
盡
カ
又
考
案
に
ょ
れ
る
も
の
を
傅
へ
ら 

る
0
.銀

札
方
役
所
は
大
坂
高
麗
橘
\
堺
&
斐
の
町
、
兵
®
 

北
仲
町
等
に
設
け
ら
れ
、
興
內
大
坂
高
麗
綺
引
替
所
は 

三
井
家
に
て
提
供
せ
る
も
の
に
し
て
、一

二
井
家
に
て
は 

大
坂
店
を
し
て
專
ら
こ
れ
於
用
務
に
當
ら
し
め
た
h
て 

同
年
十
ニ
月
三
井
名
代
の
ー
ロ
止
書
に
.: '

'

.乍
'®
ロ
上

丨
高
骼
橘
コ
亍
百
翳
师

■

三 

'上

逸

民

病
熟LL#

代

'

高
麗
橋
三
丁
目
に
て
私
持
家
此
度
リ
：: '

紀
州
樣
飯
札
鲰
引
替
所
二
御
贷
_
上
候
問
此
段
乍
恐 

御
屈
奉
#

上
候
，
以
上
'
,上」

:

.十 

〉

：
ン
：
:
ニ

十

西

日

;'
■

パ

,J
V 右

：：

衛

：
門：

'

年

御
奉
行
檬
.

_

皇

佐

英

.衞

こ
れ
^
よ
れ
ば
三
井
に
て
三
上
逸
民
の
家
を
偕
>
、
 

紀
如
家
の
用
に
充
て
た
る
も
の
な
ら
。
此
の
屈
®
々」

同 

時
に
三
井
の
重
役
よ
り
左
の
如
さ
屈
を
差
出
し
居
れ

>

9

0

:
ン
高
.麗

橋

三

丁
.0

三
上
逸
民
居
窀
私
べ
借
請
此
度
御
銀 

札
御
引
替
所
二
御
借
上
.ヶ
ノ
儀
此
程
中
逸
民
及
掛
合 

,
-,

候
處
御
f

ヶ
可
仕
候
旨
御
請
_
出

候
依
之
御
請
申

 

上

候

以

上

十
二
月

. 

吹

田

四

.郞
典
衛 

:

愛
宕
直
左
衛
門
樣

淼

部

市

之

涊

樣

.

右
口
上
を
差
出
し
た
る
後
"
町
御
觸
書
御
發
布
の
ニ 

十
四
日
に
，
三
上
逸
民
よ
0
前
記
の
屈
書
，
奉
行
所
に 

提
出
せ
ら
れ
た
る
な
.り
。
因
に
諫
，川
三
郞
平
は
役
格
よ 

b
し

て

、

上

役

な

る

愛

岩

輝

左

衛

!̂
、

森

窗

市

之

^

の 

名

'|
:
よ
つ
て
署
名
し
、
.こ

の

兩

名

は

垣

屋

.、

律

田

の

兩

_
0命
令
に
ょ
り
、
取
計
べ
る
も
の
、
如
し
。
今
參
考 

迨
.
K
,常

時
.'
©

役

^

?

^

:

擧

す

れ

ば
 

,
廄
應
，三
年
五
月
に
於
け
る
鐵
札
關
係
紀
州
藩
斑
の
表

"
第

人
 

'ー
'

:: -

^

.
ぺ

、
御
勘
定
率
行

.

.
三
名

ー"
7

『

ノ
ン：：.'、
.

.

-
.'
垣
崖
十
郞

^
衛
？

;:

:<
*

;- 

-

;7
;
«
^

. 

. 

、
:
;:
- ;
_

_

_

 

助

，
。

'

御
勘
定
組
頭
.

'

七

名

'*

1

,
:
: 

高
橋

.：善

等

衛

，
門
 

:

:
:
:
.
'
小
;'
:

杉
：:'
..

:

哈

':
:: 

r 」

、田
::
.:

中
；.
貞

「

助

:;

、

'

愛

，宕

，直

：
左

衛

門

ゾ： 

:

ハ 

小
；
池

+
太

夫

：
:

ソ

IV

:

ス•

::
•
,
: 

ニ
I
:

;■
)

:
'，
丨木へ村被ノ̂
郎

.

.

.;
-

V

 
森
一
-部
.市
：.之
：

透
：：： 

.“u
?
. Z

引

替

所

詰

紀

藩

派

韦

.，ニ
名

家：城
惣
兵
衛 

大

高

i

次 

.

/』

れ
等
が
當
時
町
人
^
直
接
關
係
せ
し
役
人
に
し
て 

中
に
も
淼
部
市
之
涊
"
愛
岩
直
左
衛
門
等
は
よ
く
働
け 

る
人
に
し
て
、
就
中
森
部
の
如
き
は
■

末

"

維

新

多

事
 

の
際
非
常
.に
活
動
し
て
フ
’藩
政
の
整
理
に
努
め
た
る
人

f

 

o : 

,

へ
五
ケ
國
通
用
の
成
立
に
至
れ
る
事
情
前
述
の
如
く 

♦
十 

二
月
に
幕
府
の
許
可
錐
に
町
入
の
^
諾
を
得
、
い
よ 

ノ
、

十
一1

月
ニ
十
四
K
を
.以
•つ
て
町
お
_
€し
て
、
銀 

札
五
ケ
國
流
通
の
件
；

«
に
»
3為
れ
れ
.
\
.
十

一

月

 

1

ー
十
四
日
を
以
つ
.て
翁
可
の
日
な
ヶ
ミ
«
す
說
も
ぁ
れ 

>,>

も
そ
は
此
間
の
：消息

.を
混
淆
せ
る
も
の
に
し
て
： 

お
觸
の
w V

許
.可
指
令
0
日
ミ
を
：取
違
へ
た
る
よ
り
牮 

じ
た
る
謬
說
な
&
。
二
十
四
H
各
町
人
は
い
.づ
れ
も
邦 

の
手
代
を
遺
は
し
へ
町
觸
發
布
i
同
時
に
公
式
.に
五
ケ( 

國
M
用
銀
札
引
替
所
御
用
筋
仰
付
の
辭
令
交
#
せ
ら
れ

¥

八

潘

(
4

ハa

九
}
 

_

丨

錄
丨

勢
.

州
松
與
ド
於
け

^

銀
：札
，のf

 

‘

i

s



零

焉

;.
£
''-
5〕

_

錄
簾
被
老
於
け
論
札
の
霉

 

第
西
號
一
尝

た
タ
。
以
つ
て
興
の
縛
禮
の
甚
し
か
タ
し
こ
ビ
を
知
る 

ベ
し
。
當
日
出
頭
し
た
る
各
町
人
の
宇
代
名
左
の
如
し 

町
人
侧
三
井
八
郞
在
衛
門
畠
代
吹

0

四
郞
其
衛

: 

.
同

米

屋

平

右

衛

門

.名
代「

萬

:.

兵
：

衛

^
r
0 

七 

同

長

.
田

作

兵

衛

名

代

：.
田
.淵

九

八

郞 

*:
:

:

v
 

“鈴
'木

芳

次

郞 

:

同
一
，
辰
巳
屋
久
左
衛
門
:;
;

名
：代
：
村

川
.半
.也
ハ
衛 

同

山

&

屋
善
左
衛
PJ
!;
:

名

代

：'
,'
品

川

小

三

郞
 

:同

へ
.:「

平

野

員5£
兵

衛

レ

名

代

。

r
佐

藤

等.
.，
兵
®
 

、 .「 '同
.：：：
i

鴻
池
屋
善
五
郎
；

：

洛代

1

51

一
 

兵
衛 

ほ同ぃ

:

:
米
屋

.喜
左
衛
門

:;
'
;名代

;'
-

:

!

^卜
助
：

-
_

'，
笹

霉

勘

左

^

門

ー

バ

名

代

レ

^

達

伊

助
 

ベ；：：

同

：:
: :
加

島
.屋

，
作

.
1
|郞
::
名

代
^
.山

.'
:
本

利

介
 

斯
ぐ
し
7 :
成
立
し
れ
：る
引
替
鉱
は

>
,年
內

^
は

開

逝

：. 

爾
、
：其

0
他
の
儀
式
贶
傷
等
に
日
釔
費
し
た
<>

も
？ 

品
；交
換
等

‘も
相

.

に
多
額
に
上
む

^
が
如
し
。
其
の
當

時
の
，記
錄
0
殘
存
す
る
も

の
多
け
，れ
ぞ

i

別
に
記
載 

す
べ
含
も
の
ネ
な
し
々
^
>
十
ニ
月
三
十
日
附
の
記
錄

こ

.
、

:

(

前
略)

此
度
御
通
用
被
仰
出
候
鈒
札
銅
判
印
に
ニ 

|

見
滞
に
日
の
出
之
御
印
御
座
候
二
付
御
引
#
所
御
座 

|

敷
御
床
に
被
懸
候
御
掛
物
に
被
遊
度
右
二
見
に
日
の 

| 

'
'出

之

御

掛

地

御

染

筆

八

：郞

右

衛

1
：

樣
：に
御
賴
被
遊
度 

;

段

垣

屋

樣

ょ

り

御

賴

に

付

云

.々
 

ど
去
ふ
記
事
あ
り
。

乙
れ
鈒
和
方
：面
に
は
關
係
な
き
こ 

ど

. «

れ
ぎ
も
、
|
茶
道
0 .

方
に
：て
、
千
家
の
11

見
浦
の
，香 

爐
ご
ぃ
は
る
、
も
の
、
現
汉
三
井
家
に
藏
せ
ら
る
、 

が
、

こ
'
の
銀
札
御
用1

件
に
て
紀
州
髒
ヒ
の
間
に
授
受 

|

せ
•ら
れ
た
る
香

®

、
茶
®

等
に」

|

見
®

の
圖
を
用

a

た 

る
も
の
-
'*

り
フ
ミ
の
一
一
見
®

が
.火
い
に
興
味
あ
る
こ
ビ 

に

し

て
a

札
k

も
'
.

こ
，の
1 1

を
：«
せ
た
る
■も
..の
あ
り
し 

が
如
し
。
別
に
大
し

^

意
味
あ
る
こ
^
に
あ
ら
ざ
る
も 

序
に
錄
せ
る
な
0

。

以
上
'は

慶

應

一

ー

年

に

於

け

，
る

’

こ

の

政

策

開

始

當

初
 

の
記
錄
な
る
が
、
翌
慶
應
1
1
1年
诋
月
ニ
十
九
日
|愛
宕
直
/
| 

左
衛1

T

諫
川
三
郞
平
南
役
人
よ
b
書
面
に
て
、
い

よj 

ハ
^

^
前
記
十
a
に
對
し
，

r

人
.當
卜
五
«;
0
宛
銀
チ
に
引
.'
:
.| 

替
捌
鴻
し
を
な
す
ベ
き
旨
命
令
あ
6
、
ニ
月
三
日
銀
札|

.引
#
所
へ
出
頭
す
ベ
き
樣
傳
達
せ
ら
れ
し
よ
か
、
當
日 

は
各
主
人
旅
に
名
代
全
部
出
頭
し
9

一
月
一

一
十
九
日
の

 

命
令
に
よ
6
、
各
町
人|

人
當
り
五
貫
目
の
銀
子
は
振
一 

芋
形
を
以
つ
て
納
め
、
銀
札
五
®
目

を

受

取

料

理

| 

:の
®
應
あ

b
て|

同

退

散

甘

り

。
..尙
ほ
每
月
の
鈒
礼
會
ヾ

\ 

::
所
の
費
用
は
い
づ
れ
も
町
人
の
分
擔
に
か
> 
>
、
町
よ

、j 

4
の
^
求
に
應
じ
て
支
出
せ
.る
；1
0]
な
b
o 

.

一
 

パ
斯
く
し
て
五
ヶ
國
流
通
は
、
財
政
救
急
策V 」

し
て
案
，
 

出
ぜ
ら
れ
れ
る
も
の
な
る
が
>
其
の
實
施
の
結
果
、
鬼

:'
: 

'f
j
流
通
の
觀
滑
を
欠
き
、
M
は
し
き
結
果
を
見
る
を
得 

ざ

即

ち

四

月

十

四

日

の

書

狀

_

‘

一
、
銀
a

捌
方
至
極
心
配
に
て
前
之
も
の
迄
も
行
屆 

第

十

八

猫C

六
2

〕

雜

錄

.

勢
州'

松
坂.

ー
2

於
け
ス

買
物
代
銀
に
受
取
可
申
樣
尙
又
職
之
儀
に
は
候
へ
共 

包
：銀
溜
め
等
ね
相
逯
可
_
樣
御
吹
聽
可
被
候
札
請
候 

ば
N

金
相
庭
觸
高
か
直
に
て
金
子
受
収
可
_

事

' 

,1

、
狐
礼
に
引
替
御
溜
6
合
在
之
候
は 

>
高
腿
橋
引 

替
所
へ
御
持
參
被
成
候
ゆ
V

代
ゔ
鈒
手
形
御
渡
可
_
 

候
外
に
銀
礼

十
貫
目
に
付
龈
ニ
百
目
つ
、
揃
料
被
下 

'

候

事

：、
 

■
-

. 

S
ぁ
る
を
見
て
も
、
其
の

大
要
を
推
知
す

る
を
得
べ 

し 

0
. 

.
‘

か
く
，
最
初
ょ
b
不
成
績
e
知
れ
切
つ
た
銀
札
は
、■ 

極
カ
そ
の
捌
け
方
を
講
じ
た
る
^;
>
カ
及
ば
中
、
同
年 

十

1.

月
の
紀
州
產
物
方
の
書
類
を
見
れ
ば
，
大
坂
船
州 

藩
御
產
物
取
®
役
ょ
b
御
勝
手
方
御
役
所
へ
翁
出
し
た 

ろ
#
面

に「

紙
州
€
太
坂
€-
©
相
傲
:»
し
<
相
逄
し
， 

加
ふ
る
に
銀
札
の
捌
.け
方
1'
ろ
し
か
ら
す
、
銀
礼
受
取 

人
は
其
の
處
分
に
對
し
施
す
ベ
：.き
手
段
を
盡
せ
る
旨】 

記
載
し
ぁ
り
。

一
方
捌
き
方
搬
脹
の
爲
め
引
替
所
を
河
.

1
-
K七



烯
十
八
怨 

'

(

六 
一
二)

.
雜

錄

勢
贿
松
雷
於
げ
&

媒
沿
取 

內
に
設
嚴
す
る
の
要
を
.生
^
、
慶

臟

三

年

五

段

河

內

藝

f

 

o 

屋
新
田
に

.一
，ヶ
所
增
設
し
>

#に
；て
極
カ
こ
れ
が
流
迪 

%>
.th
れ 

6
0 

.

.

.

.

-
.慶

應

三

年

ー

止

月

四

日

、

右

«'
礼
通
用
0
み
.に
'
て

は

不 

§

り
と
て
、
前
牟
ー
度
靡
出
で
た
な
W
文
餞
礼
の
耿 

交
他
用
の
事
を
允
許
方
幕
府
に
願
出
た
ト
、
左
の
願
書 

は

板

倉

俄

賀

守

に

提

出

ぜ

し

も

の

な

り

。
，
：

.”
:
:
ノ
：

.，參

赏

十

1

.

i

月
御
許
容
被
成
«
大
和
、
' 河
內
、
和
衆
，

.;
證

> 

播
磨
五
ヶ
國
通
用
銀
f t

ノ
儀
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葉
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